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　生活困窮者自立支援法が４月から施行されます。これに
合わせ、生活保護に至る前の経済的に困窮している方を対
象とした各種の自立支援策が実施されます。
　仙台市では、平成２６年度にモデル事業として、青葉区
の方を対象に、生活や仕事探しなどの悩みに対し、ワンス
トップで対応する自立相談支援センター『わんすてっぷ』
を開設し、相談事業等を行ってきました。
　４月からは、全市域を対象に、自立相談を行い、自立支
援プランを作成し、就労支援や住居確保の支援を行うとと
もに、多重債務などの解決に向けた支援を行うこととして
います。

　先日、私の事務所前の歩道で８０代の男性の方
が転倒し、顔面に大けがをする事故があり、救急
車を呼びました。
　お話を聴きますと、歩道の段差につまずいたと
のこと。よく見ると、確かに、街路樹の根が歩道
を盛り上げ、段差が生じています。
　この「根上がり」の問題は、いたるところで発
生しており、高齢者や障害を持った方にとっては、
大きなリスク要因となっています。
　私のところに寄せられる、苦情や要望事項で多
いものの一つが、この街路樹の問題です。
　改めて、街路樹が引き起こす問題について考え
てみますと、「根上がり」による被害だけでなく、

倒木や落下による被害、落ち葉の処理の問題、落
ち葉で排水溝が詰まることによる冠水・浸水被害、
高木化による電線や電話線への被害などなど、数
え上げれば切りがありません。
　確かに、街路樹には景観向上、緑陰形成、生活
環境保全などの効果があります。
　しかし、適正な管理が行われていなければ、効
果以上の多大な弊害が生じ、住民にとっては、迷
惑なものになってしまいます。
　これらのことを踏まえ、第１回定例会の予算等
審査特別委員会において、街路樹問題への的確な
対策を強く求めました。皆様のご意見を賜れば幸
いに存じます。 
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「根上がり」で歩道がデコボコ！ 伸び過ぎて架線と交錯する街路樹 街路樹の支柱が倒れそう！

増加する街路樹の問題

みなさまのご意見をお待ちしています！


